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第３回石川県内水面漁場管理委員会議事録 

 

１  日時及び場所 

令和７年５月 22 日（木）  13 時 30 分 

石川県庁 11 階 1110 会議室 

 

２  招集者の氏名、議事事項及び通知を発した年月日 

(1)  招集者氏名  会 長  八田 伸一 

(2)  議事内容 

①石川県漁業調整規則の一部改正について（諮問） 

②外来魚駆除対策調査の結果について 

③令和７年度石川県内水面漁場管理委員会の開催計画について 

④内水面水産センターの取り組み及び職員の紹介について 

⑤その他 

(3)  通知を発した年月日  令和７年５月１日 

 

４  出席委員（10 名） 

会    長   八  田  伸  一      会長代理    柳 井 清 司 

委    員  河 西 秀 晃   委  員   島 田 明 子 

  〃    津 田 茂 美     〃    一 二 三 秀 仁 

     〃   仲 谷 内 幸 栄     〃    目 細 勇 治 

     〃   坂 本 貴 啓     〃    加  藤  唯  央 

 

５  欠席委員 

   なし 

 

６  説明員等 

水産課               島田専門員、二木技師 

内水面水産センター  増田所長、亀井技師 

事務局               沢田局長 

 

７  議事の顛末       別紙のとおり 

 

８  結果概要 

(1) 石川県漁業調整規則の一部改正について（諮問） 

→水産課より漁業調整規則の一部改正にあたって諮問があり、審議した結果妥当

であるとして答申することとした。                （資料-１） 

(2) 外来魚駆除対策調査の結果について 

  水産総合センター内水面水産センターより、本年度、県下で実施した外来魚対策

調査の結果について報告があった。               （資料-２） 

(3) 令和７年度石川県内水面漁場管理委員会の開催計画について 

事務局より説明があった。                 （資料-３） 

 （4）内水面水産センターの取り組み及び職員の紹介について 

    内水面水産センターより説明があった。           （資料-４） 

 

９  閉会の日時 

令和７年５月 22 日  15 時 00 分 
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［ 別紙 ］ 

第３回石川県内水面漁場管理委員会の議事の顛末 

 

沢 田 局 長 定刻となりましたので、ただ今から第 3回内水面漁場管理委員会

を開催します。 

私は、４月１日付けの人事異動により、事務局長を務めさせてい

ただくことになりました沢田です。 

よろしくお願いいたします。 

また、内水面事務局には、局長として私、沢田が、事務局として

二木技師が担当いたします。また、企画流通グループでは海田課長

補佐が異動になり、二木技師と高瀬技師が新たに着任しておりま

す。 

なお、お手元の資料の最後に、参考資料として水産課の職員一覧

を配布させていただいております。 

それでは、開会にあたり、八田会長からご挨拶をお願いします。 

八 田 会 長 ４月には各漁協でも稚アユの放流が始まったと思いますが、今年

は石川県産のアユの稚魚の生育が非常に良い状況です。私どもの金

沢漁協では先日金沢市長をお迎えして、犀川の下菊橋のところで稚

アユの放流を行いました。５月８日から 18 日まで餌をやって中間

育成し、大体６ｇだったアユを８ｇまで大きくした後、約 100kg を

犀川に放流しました。 

私どもの金沢漁協では４月 23 日に第一回目として県産アユを浅

野川に放流しました。浅野川の水温は朝 10 時の時点で８度くらい

しかなく、（種苗生産を行ってる）美川の水温が 13 度と聞いてい

たので、５度以上離れると良くないとのことで、まずは浅野川の下

流域、鈴見橋から兼六中の横、あるいは下田上、上田上、それから

遊学館高校のグラウンド、そういうとこを全部放流しました。上流

域は５月９日に放流しましたが、その時は水温が 13 度になってい

ました。去年は浅野川で魚がつれなかったので、今年は沢山の方に

釣っていただきたいという目標で組合員が頑張っているところで

す。今年はものすごくいいんじゃないかと思うのも、先ほどもお伝

えしたとおり、犀川の方で金沢市長もみえて放流した際、ちらちら

と天然アユが見える状況でした。今年こそは絶対沢山の人に釣って

いただきたいと思っております。 

アユばかりの話になりましたが、サクラマスの方も犀川で好調の

ようで、報告では 70 匹釣れているそうです。ただ、サクラマスは

皆さん自慢したいけど隠すんですよね。どの場所で釣ったというこ

とがばれないように隠す人が多くいるので、実際は 80～100 匹程釣

れているのでなかろうかと思っている。 

金沢漁協ではサクラマスも出ていますし、アユの放流も順調に終

わりました。今後はヤマメの放流、あるいはイワナの放流をやって

いかなければならないですが、まだ一年がスタートしたところで、

そういう話をしながらみなさんと進めていけたらと思います。よろ

しくお願いいたします。 

沢 田 局 長 ありがとうございました。 

 議事に入る前に、資料の確認をしたいと思います。 

 最初に、次第、次に資料-１として「石川県漁業調整規則の一部
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改正について」、次に、資料-２として「外来魚駆除対策調査の結果

について」次に資料-３として「令和７年度石川県内水面漁場管理

委員会の開催計画について」、資料-４として「内水面水産センタ

ーの取り組み及び職員の紹介について」、最後に参考資料としてと

「水産課職員一覧」をお配りしてあります。 

 以上ですが、お手元にそろってますでしょうか？ 

 

 それでは八田会長、議事の進行をお願いします。 

 

 

八 田 会 長 

 

本日の議事録署名人を一二三委員と柳井委員にお願いします。 

 ［ 両委員  了承 ］ 

 

八  田  会  長 ではさっそく議事に入ります。 

最初に、議題１「石川県漁業調整規則の一部改正について」に

ついて知事より諮問文がきておりますので事務局より読み上げた

のち、説明をお願いします。 

二 木 技 師 

 

まず諮問文の読み上げをさせていただきます。 

石川県漁業調整規則の一部改正について（諮問）  

漁業法第 57 条第５項及び同法第 119 条第８項並びに水産資源

保護法第４条第７項の規定に基づき、石川県漁業調整規則の一部を

別紙のとおり改正することについて貴会の意見を求める。  

令和７年５月 16 日 石川県知事 馳 浩 

詳しい説明については島田専門員よりご説明させていただきま

す。 

島 田 専 門 員 漁業調整規則ということで、12 月に皆様改選されまして、初めて

漁業調整規則に触れると思いますが、元々、知事が漁業法及び水産

資源保護法に基づき、農林水産大臣の認可を受けて制定することが

できる規則というものになります。中身としては、水産資源の保護

培養及び漁業調整を図り、漁業生産力を発展させることを目的と

し、漁業の許可、水産資源の保護、漁業調整などに関する事項が規

定されております。この調整規則は制定又は改廃するときは、内水

面漁場管理委員会の意見を聴いたうえで、大臣の認可を受けるとな

っておりますので、本日この委員会に諮問するということでござい

ます。 

実際、内水面に絡む部分の改正はありませんが、漁業法の改正で

漁業調整規則は内水面と海面と一本になったということで、案件的

には海に関することですが、規則自身は一本ということで、この委

員会で諮らせていただきます。改正理由で内水面に関係する部分は

②文言の適正化だけです。両罰規定の対象となる規定（規則第 55 条

及び第 56 条）について、自然人を対象とすることを明確化すると

いう内容になっています。文言の定義つけはこのとおりになりま

す。今の話を落とし込んだだけですが、次のページに改正内容を書

いてあります。②文言の適正化の規則第 55 条第１項中「者は」を

「場合には、当該違反行為をした者は」に、同項各号中「者」を「と

き。」に改め、第 56 条中「者」を「ときは、当該違反行為をした
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者」に改めるというものになります。 

その他は海に関する話ということで、違反をしないように位置情

報がわかるようなものの話や、おきあさりの名称の変更を行うもの

です。内水面に関連するものではないので割愛させていただきます

が、お時間あるときに見ていただければと思います。 

最後に施行期日と今後のスケジュールですが、施行期日は公布の

日からとさせていただきます。今後のスケジュールは、今回の諮問

・答申を経て水産庁への認可申請を行い、承認後公報登載により公

布する予定です。なお、認可申請手続き等の段階で、軽微な修正の

指摘等があった場合の対応については水産課に一任とさせていた

だければと思います。 

以上簡単な説明にはなりますが、ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

八 田 会 長 

 

おきあさりとは、アサリとかハマグリのようなものなんでしょう

か。どこにいるのでしょうか。 

島 田 専 門 員 ハマグリに似た二枚貝です。砂浜でとれる二枚貝はこたまがいが

多いです。法律に書く文言としては適正じゃないでしょうというこ

とで、誰もがわかるような文言にそろえるということで変えること

になりました。 

八 田 会 長 ただいま事務局より説明がありましたが、何かご質問等はござい

ませんか。なければ、知事から諮問の、石川県漁業調整規則の一部

改正については、妥当であると判断しまして、その旨を答申したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 ［ 異議なし ］ 

八 田 会 長 それでは、次に、議題２の「外来魚駆除対策調査の結果について」

について、内水面水産センターより説明をお願いします。 

亀 井 技 師 内水面水産センターの亀井です。よろしくお願いいたします。

本日は令和６年度の石川県内における外来魚駆除状況の調査結果

についてご報告させていただきます。 

まず、市町に対して実施している外来魚駆除に対するアンケー

ト調査の結果について報告いたします。このアンケートは、県内

の外来魚駆除状況を把握するため、毎年１～２月に県内すべての

１９市町に調査を依頼しているものでございます。しかし、令和

６年 1月の能登半島地震および同年９月の能登半島豪雨により、

七尾市・輪島市・珠洲市・志賀町・穴水町・能登町の３市３町の

被害が特に大きく、災害対策・復旧対応で繁忙と思われたことか

ら、昨年および今回はアンケート調査の依頼を控えさせていただ

きました。したがって、昨年と今回は１３市町のアンケート集計

結果となります。 

アンケートでは、駆除を実施した池又は河川の名称、参加人

数、対象の外来種とそれぞれの駆除尾数について聞き取りしてお

ります。このアンケート結果として、まず過去１０年のアンケー

ト集計結果を資料１ページ目中段の表にお示ししております。こ

の表ではアンケートに回答していただいた自治体数を小計にお示

ししております。ほぼ毎年すべての市町から回答をいただいてお

りますが、未回答の市町が、平成 29 年と令和４年でそれぞれ４

件、令和６年は１件ございました。令和５年と６年は冒頭でお話
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をさせていただきましたとおり、アンケート未実施が６市町ござ

いますので 13 市町からの回答になっております。駆除実績がある

市町は、毎年５市町前後になっております。 

資料１ページ目下段の市町別駆除活動場所数の経年変化のグラ

フをご覧ください。津幡町、小松市、珠洲市、金沢市、加賀市の

５市町はほぼ毎年駆除実績がございます。駆除活動場所は、年に

よってその箇所数に増減がございますものの、珠洲市の分を除け

ば、近年は概ね６～７箇所程度で推移しております。中能登町は

令和 4年から駆除活動を実施しており、その後も継続して駆除活

動をされております。 

駆除に参加した延べ人数と団体数をグラフにお示ししておりま

す。棒グラフは参加延べ人数を、折れ線グラフは活動団体数を示

しております。棒グラフの参加人数についてですが、令和３年以

降減少傾向にあり、直近３年では 150～180 人ほどとなっておりま

す。折れ線グラフの活動団体数については、年々減少傾向でござ

いますが、令和６年は津幡町で２年ぶりに駆除活動が再開された

ため、昨年から１件増加となりました。 

次に中段、下段、そして次ページに県内全域における外来魚の

魚種別駆除尾数をグラフにお示ししております。駆除されている

のはオオクチバス、コクチバス、ブルーギルの３種で、令和６年

は県内全体でオオクチバスが 2,211 尾、コクチバスが 23 尾、ブル

ーギルが 940 尾駆除されております。資料２ページ目中段グラフ

のオオクチバスの駆除尾数は、年によって大きな増減がございま

す。この増減は、俵の大池において金沢漁協が取り組んでおられ

るオオクチバス稚魚の駆除活動での駆除尾数が大きく影響してい

るものでございます。金沢漁協の駆除の取り組みについては、後

ほどご説明させていただきます。下段のコクチバスの駆除尾数の

グラフをご覧ください。県内でコクチバスを駆除しているのは、

小松市の新丸漁協さんのみでございます。新丸漁協さんの駆除の

取り組みについても後ほどご説明させていただきます。 

令和６年にブルーギルの駆除尾数が増加しておりますが、金沢

市のため池で令和６年に俵池での駆除尾数が増加したためだと思

われます。毎年同じ駆除活動を実施しておりましても、水温など

の物理的環境や餌の量など生物的環境の変動が要因となって、外

来魚の産卵数や生残尾数が変動し、駆除尾数が極端に増減する場

合もございますので、駆除活動を地道に継続していくことが重要

でございます。  

次に、具体的な駆除活動の事例についてご報告いたします。ま

ず、 金沢漁協さんによる俵の大池と浅野川でのオオクチバスの駆

除の取り組みについてご説明いたします。いずれの場所も金沢市

の山側にあり、俵の大池は医王山の山あいに囲まれたひっそりし

た場所にある農業用ため池でございます。一方、浅野川は河川の

中流域で、水深が浅く流れが速い、いわゆる「瀬」が続く、アユ

の好漁場になっている場所でございます。金沢漁協さんが浅野川

でオオクチバスの駆除を始めたきっかけは、俵の大池の排水路が

浅野川につながっていることから、池で繁殖したオオクチバスが

浅野川に流出し、アユやその他在来魚を食害する恐れがあるため
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でございます。 

俵の大池での駆除方法は、６月〜９月の間に右上の図のように

池から浅野川への排水路の２ケ所に籠を設置し、池から流れ出て

きた遊泳力の弱い稚魚を浅野川まで行かないように捕獲・回収し

て処分しております。浅野川での駆除方法は、流し網で８月〜10

月の間にアユを捕獲するのと併せて川にいる幼魚の駆除を実施し

ておられます。 

俵の大池と浅野川の駆除尾数の経年変化を図にお示ししており

ます。俵の大池でのオオクチバスの駆除尾数は、駆除を開始した

平成 25 年以降変動がありますが、令和４年以降は１万尾未満で

推移しており、令和６年は 2,183 尾と前年より減少しておりま

す。オオクチバスの駆除尾数が減少する要因といたしまして、オ

オクチバスの卵を食べるブルーギルが増加することにより、オオ

クチバス稚魚の生残率が低下するものと推察いたします。一方、

浅野川における オオクチバスの駆除尾数は、令和２年に 222 尾

と増加したものの、平成 25 年の駆除開始以降、減少傾向にあり、

俵の大池で繁殖したブラックバスの浅野川への流出を食い止める

という当初の駆除目的の成果を上げているものと考えておりま

す。 

次に新丸漁協さんが実施している大日川でのコクチバスの駆除

についてご説明いたします。大日川は、小松市の山あいを流れる

手取川の支流で、上段スライドの写真にお示しいたしましたよう

にイワナやヤマメが生息する渓流域です。10 年ほど前からコクチ

バスが釣れるようになり、イワナ、ヤマメを食害していると想定

したことで駆除が始まったものでございます。コクチバスは、大

日川ダム本体から上流約 ６ｋｍにある堰堤まで生息しており、も

ともと大日川ダム湖に生息していたものが、上流の河川域まで生

息範囲を広げてきたと推測しております。  

当初、駆除は釣り、刺し網、置き針など各種の方法を試してお

られましたが、平成 29 年頃から、これらの中で最も有効であった

釣りで実施されるようになり、令和６年は１回あたり１～４人が

参加して実施しておられます。駆除回数は、当初は年５〜６回程

度で、その後 20 回以上と精力的に行っておられましたが、令和５

年以降は日程の都合がつかなかったため 10 回ほどに減っておりま

す。 

令和６年のコクチバスの駆除尾数は昨年から減少し、23 尾とな

りました。令和３年以降でも約 30 尾と一見すると多数駆除してい

るように思えない状況でございます。しかしながら、駆除してい

る水域は渓流でございます。渓流は池に比べるとコクチバスの生

息密度は高くございません。このため、産卵サイズの親魚を少し

でも駆除できれば効果があると言うことができます。一方、駆除

実施水域で稚魚の存在が目視でも確認できておりませんので、産

卵はもっぱらダム湖で行われていると推測しております。このこ

とから大日川に生息しているコクチバスは、成魚が中心で、その

生態は春から初夏にダム湖で産卵を終え、その後、餌を求めて上

流へ移動し、水温が低くなる秋にダム湖に戻っていると推察して
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おります。ちなみに、大日川のコクチバスの胃内容物を調べたと

ころ、捕食量はそれほど多くございませんが、小魚や水生昆虫、

甲殻類、 陸生昆虫など様々な生物を捕食しておりました。渓流の

ように流れの強い水域でも、コクチバスは泳ぎ回る魚類を捕食す

る能力を有することが明らかになっております。コクチバスを駆

除せずに放置すると在来魚の食害が懸念されます。さらに、水生

昆虫も捕食するので在来魚と餌が競合し、在来魚の生存に影響を

与えるとも考えております。渓流でのコクチバスの駆除法は、ま

だ十分に研究開発されておらず、ダム湖から親魚が流入してくる

ことを考慮すると、現在のように現存量の低密度管理することが

現実的と考えております。いずれにしましても、外来魚は繁殖力

も強く、根絶することは難しいため、駆除を根気強く続けていく

ことが重要となります。当センターといたしましても、国や他県

の研究機関の研究成果も参考にしながら、技術的な情報提供を行

うなど、引き続き漁協や駆除実施団体に協力することで、活動を

支援していきたいと考えております。 

八 田 会 長  ただいまの説明について、ご質問等はございませんか。 

坂 本 委 員  国の直轄管理の河川水辺の国勢調査を二巡目、三巡目とやってい

く中で、コクチバスが全国的に増えてきてることが問題になってい

ます。直轄河川だと三重県の雲出川で増えていて、駆除方法を検討

しているので知見があるかもしれません。調査は手取川水系でとい

うことで、他の川にも入り込んでいると思うのですが、確認はされ

ていますか。 

八 田 会 長 金沢の犀川には内川という本当の本線があるのですが、内川ダム

にはコクチバスがたくさんおります。金沢市の飲料水も兼ねている

ので私どもは全く触れないですが、今くらいから若者が釣りによく

いっており、釣ってはリリースしていると聞いています。犀川の支

流になりますので、犀川に入らないようにということで、流し網で

調査をしています。犀川にはまだブラックバスもオオクチバスもコ

クチバスも見られませんが、浅野川は俵の池から出たと思われるも

のが見られます。コクチバスは水温の低いところにいますが、ダム

の中なので漁業権がないので、私どもは手つかずの状況です。 

坂 本 委 員  中部地方で増えていると聞いています。流水性だったり冷水性だ

とか川に出てくると水産資源への影響が出てきているというとこ

ろで駆除方法、フェロモンで誘引するとかで駆除方を試みているの

を雲津川で聞いたことがあります。 

増 田 所 長 八田会長からお話が合ったとおり内川ダムには昔からコクチバ

スがいるということで、内水面水産センターでも平成 20 年くらい

に駆除や現存量の調査に取り組んだことがあります。今、坂本委員

からお話伺ったような取り組みについても、全国連絡会議等通じ

て、オオクチバスまたはコクチバスに対する効果的な駆除方法につ

いて、各県で研究されている知見を共有していただいて、取り入れ

ながら、現存量や各河川への拡散具合というものに取り組んでいき

たい思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

坂 本 委 員 あとは駆除数について、これが多いのか少ないのかっていうの

が、頻度が日数だとか人数で変わってくるものだと思うので、例え

ば面積当たり、人数あたりでどれくらいの尾数だと駆除の環境目標



8 

 

を定めやすいのではないかという気がしました。もし、報告をフォ

ーマットとかで工夫できるなら何人くらいでしたとか、どこの区間

でやったとかがあると、駆除の目標目安が立てやすいと思いまし

た。 

八 田 会 長 オオクチバスの件について、補足の説明をします。私どもの金沢

漁協では 4ページの写真にある通り、俵の大池で外来魚の駆除をし

ています。池の深さは１～２ｍで、ヘドロが堆積していて胴長を履

いてても入れないくらいのため池です。図にある通り、ため池から

水が流れる先にかごを設置しています。６～７月に産卵してふ化し

たオオクチバスが１～２cm の魚になります。これが台風等で雨が

降った時には、泳ぐ力がないので全部用水に入って、設置している

かごに全部入ります。これが何千というような数字になるわけで、

１匹ずつかぞえてたら次の日になってしまいますので、200 匹だと

何ｇになるとか、そういう仕方で数字を出しています。 

金沢漁協では産卵床を作って、そこでオオクチバスの産卵を促し

て退治することをやってみましたが、卵は産卵していませんでし

た。もっと高度な技術でやらないといけないんで、２～３年間水産

庁から出ているガイドブックを基にしてやってみたけど産卵しま

せんでした。最近も大掃除をして大分オオクチバスが減っています

が、中にはヘドロの中にオオクチバスが入り込んで、水を出したら

出てくる等もあります。浅野川に出てくると浅野川に食害が出てく

る。追っかけっこをしとるような状況ですが、金沢漁協では毎年そ

れをやっています。 

以上でよろしいでしょうか。質問ございませんか。 

八 田 会 長 

 

ないようですので、次に、議題３の「令和７年度石川県内水面漁

場管理委員会の開催計画」について、事務局より説明をお願いしま

す。 

二 木 技 師 メールや FAX で事前にお送りしたものとほとんど同じものとな

ります。一部変更がございますが、とりあえず開催日を読み上げさ

せていただきます。第３回５月 22 日、次回開催が第４回は６月 24

日、７月は休会となりまして、第５回は８月 26 日、第６回が９月

24 日、10 月お休みで、第７回が変更ございまして 11 月 27 日にな

っております。皆様にご連絡したときは 26 日でご案内させていた

だきましたが、この場でのご連絡となって申し訳ないのですが、27

日の方に変更させていただきます。もし現時点で都合がつかない方

がいらっしゃいましたら会議の後で結構ですので、事務局の方に連

絡いただければと思います。第８回は 12 月 23 日、翌年１月は休会

となりまして、第９回は２月 24 日で令和７年度の石川県内水面漁

場管理委員会の開催計画となっております。 

島 田 専 門 員 一点だけ水産課から補足です。今年も第５回に書いてます８月 26

日の委員会については現地開催と勉強会を併用していきたいと思

っています。八田会長のご提案で２年程前から実施しておりまし

て、加藤委員にご尽力いただきまして、白峰の養魚場施設見せてい

ただきましたし、昨年は医王山にあるイワナ茶屋でイワナの養殖施

設を見せていただきました。皆さん 12 月から新しい委員さんとい

うことで、内水面水産センターが山中にありますけども、そこに皆

様と一緒に行ってこのような形で種苗生産しているんだなと見て
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いただければと考えているところです。 

事務局と会長の提案にはなりますが補足として。 

八 田 会 長 漁場管理委員の皆様はぜひ行っていただければ勉強になると思

います。 

なければ、「令和７年度石川県内水面漁場管理委員会の開催計画」

のとおり委員会を開催していきたいと思います。 

委員の皆様、よろしくお願いします。 

八 田 会 長 次に、議題４の「内水面水産センターの取り組み及び職員紹介」

について、内水面水産センターより説明をお願いします。 

増 田 所 長 内水面水産センターは、四つの事業に分けることができ、一つ目

は河川や湖沼の生物の生息状況や環境を調査する河川湖沼水産資

源増殖研究。二つ目は内水面漁業協同組合の放流や養殖業者さんが

養殖する淡水魚の種苗生産や魚病対策、養殖技術の指導を行う内水

面種苗生産事業。そして三つめはドジョウに関する種苗生産に関連

した飼育技術の開発や品種改良の研究生産者のかたに指導を行う

いしかわ里山どじょう生産拡大事業。四つ目は啓発事業として小学

校でのヤマメ発眼卵の観察、飼育に加えて県民の皆様向けに開催さ

れる内水面の親水イベントに協力をさせていただくということで

それを通じた内水面漁業の魅力発信ということを行っています。 

一つ目の河川湖沼水産資源増殖研究とありますけども、全部で三

つに分けて項目がかかれておりますけど、一番上のアユに関する調

査について、アユは本県に置きましても釣り人の関心が強く、６月

16 日に解禁されますとたくさんの釣り人でにぎわいます。調査は

春の遡上時期、遡上状況、６月 16 日の解禁日の釣獲状況、10～11

月に卵を産むんですけど、その産卵状況について調査をしていま

す。今年の遡上状況については現在調査中なので一通りの説明の後

に速報を報告させていただきます。二項目目の外来魚の駆除対策調

査につきましては、内水面の在来魚の生息に悪影響をもたらします

オオクチバス、コクチバス、ブルーギルについて捕獲調査を実施し

ています。それから柴山潟における調査ということで、漁場環境を

調査しています。柴山潟で定点を定めまして、年に１回水質につい

てモニタリングしているほか、年２回ふくろ網を用いまして魚類相

の調査を行っています。 

続いて、内水面種苗生産事業について、内水面漁協の放流や、養

殖業者さんの養殖に使用する稚魚を生産するために当センターで

親魚を飼育養成しまして、生産した稚魚やヤマメの場合は卵を配布

しております。内水面水産センターではヤマメ、カジカ、ドジョウ、

マゴイ、ニシキゴイ、ホンモロコの６魚種の生産を行っておりまし

て、計画生産量については表のとおりとなっております。 

そして、いしかわ里山どじょう生産拡大事業についてでございま

す。どじょうについては金沢の食文化としてどじょうのかば焼きが

有名ですけども、この原材料でございますどじょうの県産化を進め

るために、新しい種苗生産技術の開発や、養殖の効率化が図れるよ

うに種苗の品種改良を行っています。これらを生産者の皆さんに指

導させていただいて生産技術の向上を図ることで、県産種苗の供給

の安定と生産量の拡大を図っていくことをさせていただいていま

す。 
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その他、県民の皆様に内水面漁業の魅力を理解してもらう啓発活

動ということで、例年県内の小学校にヤマメの発眼卵を無償配布し

て、当センターの職員が飼育方法について説明・指導をさせていた

だいて卵から稚魚まで飼育します。そして、小学校の子供たちと一

緒に近くの河川に放流するという事業を行っています。令和６年度

は内水面水産センターから県内５つの市町、加賀市、小松市、白山

市、金沢市、能登町の小学校 16 校に 3,130 粒の卵を配布しまして、

稚魚まで飼育して近くの川に放流しました。 

以上が内水面水産センターの事業概要になります。 

次に、今年のアユの遡上状況について速報を報告させていただき

ます。アユの遡上状況調査は、毎年手取川の遡上状況を把握するた

めに、３月末から５月下旬にかけて、調査地点を手取川の支流にご

ざいます熊田川という川があり、水産総合水産センターの生産部の

美川事業所があります。そちらに通じてる水路に上ってくるアユの

尾数と大きさを定期的に調べ、遡上状況の目安にしています。通常

アユの遡上時期は例年４月上旬から中旬にかけて始まり、５月中に

は概ね終了しているというのが例年のパターンだったのですが、令

和５～６年は３月下旬から 50 匹以上の遡上が確認されて、解禁直

前の６月 16 日まで遡上が続くという状況でした。今年の初遡上は

３月 18 日とかなり早かったが、たった１匹だけでした。まとまっ

た数が見られたのは４月２日で 49 匹遡上しました。これは恐らく

大雪によって河川水温が低下していたのが原因だと考えられ、どの

漁協さんもそうだと思うが、遡上は例年並みになったと考えます。

遡上尾数は４月 10 日で 231 尾、４月 23 日に 394 尾、そして５月 21

日に 209 尾と、３つほどピークが上がり下がり繰り返しながら今も

続いていて、ここ３年くらい全国的にも言われているが、遡上期間

が速く始まって、遅く終わるトレンドに乗っかっていると思いま

す。一方で、遡上している稚魚の大きさや数は、一昨年や昨年より

サイズが大きく、遡上量についても、多かったと言われている令和

６年よりもさらに多い量が確認されています。遡上量、サイズとも

に期待できる状況だと思っています。調査の方は５月も続きますの

で後日解禁日の状況と合わせて６月の本委員会で報告させていた

だきます。 

八 田 会 長 ただいまの説明について、ご質問等はございませんか。 

八 田 会 長 無いようですので、それでは、次に「その他」ですが、委員の皆

様から何かございませんか。 

加 藤 委 員 白峰漁協から内水面水産センターにお願いと確認があります。石

川県はいわば手取川が中心になる川ですが、これは明治時代には白

山の山頂から美川の港まで一直線につながっている川でした。当

然、海の魚、山の魚、渓流の魚みんな混同した一本の道になってい

ましたが、工事で遮断されて川の孤立集落がたくさん生まれていま

す。魚の行き来ができていないことや、魚道をどうするかなど大き

な問題を抱えていますが、それ以上に問題になるのがイワナを養殖

する業者が高齢化とともに皆さん引退していることです。漁協関係

のメンバーを含めてこれからどうやってイワナの稚魚を調達して

いくのかと悩んでおります。彼らは全部個人のため、高齢化すると

辞めざるを得ません。それに加え、令和４年の大水害以来、河川が
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荒れてしまって、今でも土砂災害がしょっちゅう起こりますし、地

球温暖化で水温が３度くらい上昇しています。このままですと、今

まで出ていた清水が全部止まってしまいます。また、小さな経営で

すから、経営上でも生き詰まっていきます。 

今後白山を代表するイワナをどうやって調達していくのかとい

う取り組みについて、内水面水産センターではイワナという言葉は

絶対出てきません。なぜかというと水温が高くてイワナは育成でき

ない、単にそれだけです。ところが、石川県全体をみると全体の水

温が上がっていますから、要するに手取りの上流に行かないとイワ

ナが育たないのでタッチしてないわけです。そうなるとイワナの養

殖業をやってる人が、病気が出たりとか、あるいは変形がでたりと

か、そういう時に質問したくても内水面水産センターからの返事は

とりにくい、または出てきません。各漁協や養殖業者が自分なりの

知恵でどうやって直そうかというようなことで、結果的には薬を使

うことはやりません。何が良いかといえば自然水で、綺麗な水が多

量に流れればほとんどのイワナやヤマメは病気がなおります。薬を

入れてドロドロにしなくても直ります。そういうのを内水面水産セ

ンターでやっていただきたい。ところが内水面水産センターにはイ

ワナに関する試験用の水槽もありません。白山を抱えている石川県

としては大きな問題です。今後ますます業者が養殖業から手を引く

という噂を結構聞きます。内水面水産センターとしては、ヤマメは

みんなに供給するけど、イワナは供給しないというスタイルでいけ

るのか。逆に言えば、山中という地理では水温が高くなるのはやむ

を得ないことであるので、水温が低い山岳地帯に入らなくてはなら

ないと思います。内水面水産センターが地方に飛ぶわけですから、

誰も面倒が見れず、雪が降るとさらに誰も行けなくなります。です

がこのままの状態だと跡継ぎは育ちません。そういう意味で一部の

機関が、例えば白山水系に、出張所という形はおかしいけれど、種

苗生産だけのセンターをつくるとか、県が手をあげてできないか

等、養殖をやっている人がみな頭を抱えています。それについて県

の水産課の意見を聞きたいと思います。 

藤 原 課 長 非常に難しい問題を提起されていると思っています。これまで淡

水系の試験場として内水面水産センターがありまして、そこでいろ

んな種苗生産やっておりますけど、イワナについては水温の問題も

もちろんありますし、イワナは河川ごとの固有の資源を大事にする

という話もありました。そういう観点から、これまでイワナに関し

ては山中でやってこなかったという経緯があります。加藤委員がお

っしゃるように、イワナの種苗生産をされている方の経営が非常に

厳しい上に、高齢化している状況が現実としてあるわけで、今後ど

ういうことができるのか考えていかなきゃいけないと思います。た

だ、今何が出来ますということは明確に申し上げることはできない

現状です。できるだけ水温の低い土地を見つけることもですが、そ

れを県がどこまでできるのかというところも大きな壁になると思

います。一方でイワナに関連する種苗生産や病気の知見の収集は、

施設をつくらずともできますので、そこは国の機関やあるいは地域

の試験場と連携していくのは最初の一歩としてできるのではない

かと思います。例えば白山の標高が高いところとで県の種苗生産が
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できればいいですが、それができる状況になるにはかなりの時間と

コストがかかります。それよりも今ある中で、現実的にできるとこ

ろを考えていかなきゃいけないと思います。まずは第一歩のところ

から始めさせていただければと思いますが、とはいえそんな時間も

あるわけではないので、よくよく皆様と相談させていただければと

思います。 

加 藤 委 員 風評というのは大きく日本中を駆け回るものですから、白山水系

でのイワナはダメだ、フナもアユもとなり、どんどん釣り人が減っ

ている。ここ２、３年は獣害の話も出まして、山中のセンターでも

しょっちゅう出ていますが、養魚をやっている施設は皆クマにやら

れています。クマにやられたら個人的に修復はしないといけないで

すし、第一に釣り人がクマという名前を聞いただけで来なくなりま

す。以前は夏休みから８月以降の釣り人が多かったですが、先ほど

から名前が出ている上州屋さんでも、とにかく８月に入ったら遊漁

券は売れなくなりました。特に白山水系は山が多いので、鳥害もな

く外来魚もなく綺麗だけど、近年は土砂流で川が荒れています。こ

こ数年前まではカワウやアオサギ、ゴイサギが結構川に来たが、今

年は春から一羽も来ていません。彼らも生きていかなくちゃいけな

いから、白山水系に行っても獲る魚がいないとのことで、基本的に

エサがなければ鳥も来ない。加えて、イワナがいないところには釣

り人も来ないし、イワナが育たないとこでは養魚も淘汰されてしま

う悪循環ができており、突破口を作らないとまずいと思います。私

はこことは別に先端技術大学とか県立大学とかにいろいろ協力し

てもらって、在来イワナの遺伝子を調べたり、川の特有の遺伝子を

調べたりしています。皆様からは、あとの問題は県の力をお借りし

て、もっと高い意識を持ったイワナの研究者、あるいは大学の先生

を巻き込まないと解決できないとアドバイスを受けていますけど、

個人では手が届かない問題があるので、その辺もセンターとして考

えていただければと思います。 

藤 原 課 長 非常に大事なお話をいただいたと思っております。内水面センタ

ーと相談しながらどういうことができるか考えさせていただけれ

ばと思います。 

加 藤 委 員 昨年から島田専門員が色々力を入れてくれまして、農林漁業まつ

りで掲示したとか、先端技術大学でブースを設けて皆さんに開放し

たとか、結構人は集まっています。みんなの目で見て味わって見て、

というような環境を作らないと石川県の内水面の漁業はどんどん

廃れていきますので、その辺会長どうですか。 

八 田 会 長 趣味の多様化などもありますし、私ら金沢漁協も釣り人は平成 10

年くらいと比べると間違いなく減っています。海の方も港の中で釣

りするのを漁業組合が禁止するなどそういう傾向が出てきている

ようですし、河川の方も他県ではアユの放流に係る金額がものすご

く上がっています。石川県はそうなっていませんけど、例えば琵琶

湖、あるいは岐阜県の魚はなかなか買っても採算がとれないと思い

ます。富山の神通川、福井の九頭竜川など大きな河川は何とかやっ

てけるだろうけど、県内の河川ではなかなか難しく、また、イワナ

・ヤマメの方は河川の方がうまくいけば何とかなるんでしょうけ

ど、クマが出てくると獣害で出れない。私どもも浅野川でアユが全
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然ダメで、今までにない過去最低の売り上げで、これはダメだと思

っていましたが、河川で工事をしている業者から少しずつ寄付金を

もらって、それを放流に使ったりしていますけどなかなか厳しいと

ころです。加藤さんが言っていることはよくわかります。 

加 藤 委 員 会長がおっしゃるとおり、河川工事は白山がある限りずっと続き

ます。そこに各土建業者が入りこんで川をいじるわけですが、堤防

を作ったり、河川がまるで運動場のようにきれいに整地されて側面

はコンクリートで固められて、水はいいかもしれないけど、それは

魚の生きる環境じゃないです。そこに高い金を出して稚魚を何匹も

離しても、鳥の餌になるか、流れていなくなるかの繰り返しです。

せっかく組合員が放流してくれても、何にもお金にならない。だか

ら私が提案しているのは、白峰にもたくさんの土建業者がいます

が、第一番目の工事が完了したら、漁協から一千匹単位でイワナの

稚魚を無償で提供して、工事が終わったらその魚を土建業者の手で

放流してもらっています。そうすれば、ここに大きな石があった方

が良いとか、木陰があった方が良いとかがわかるんです。でも業者

にしてみれば県の査定を受けなければいけないから、とにかくきれ

いに、魚のすみかというよりも滑走路みたいなものをつくるんです

よ。その辺が完全に魚の面倒をみるという行政から見ると狂ってい

るんですよ。今年は５千匹位を各土建業者に無償で渡して、工事が

終わるごとに自分らの御礼奉公として放流してこいということを

やりたいと思っています。工事が終わったらきれいに引き揚げれば

いいという話ではなく意識の問題ですから、工事の末端に魚に対す

る注意事項とかを県からも吹き込んでいただけたらどうだろうか

と思っています。 

島 田 専 門 員 動橋漁協の山口さんのご提案で、石川県ではずっと河川工事関係

者との意見交換会をしていて、最近はそれに加え、昨年は勉強会と

いうことで講師の方をお招きしてお話しました。多分あの一回では

すっと入ってなくて、工事の大切さもあるけど、そこに生息する魚

と共生できるような工事のあり方をもっと土木関係の部署にしっ

かりと入れてかなきゃいけないと思っています。あれ一回だけじゃ

なく、河川河川で工事の前になるべく関係漁協とお話をしながら、

適切な良い形にしましょうと、うちからも土木関係には言っている

ところですので、なかなか今時点ではそんなに伝わってないかもし

れませんが、引き続きどんどん言っていただければ、繋げていきま

す。 

八 田 会 長 私どもの犀川の、滝亭という旅館の近くにある天池橋の下流は、

削られて岩が出て全然釣りにならないところでしたが、そこを県の

土木に言われて 80cm～１ｍの石を 100 個ほど入れました。すると

今アユ釣りにいい漁場になると思っています。橋の下流 100ｍほど

につくってますし、浅野川も去年大分入れましたがどこにいったの

かなくなった傾向があるんですね。どこかに石があったら川に入れ

ようということを私は特にやっているが、今後一二三さんのとこも

石あったら川に入れるということを努めてやっていった方が良い

と思います。逆に水害の方でその石はいらないと言われるかもしれ

ないけど、県の土木とうまくいっていれば案外進めれると思う。私

が組合長になってから 10 か所くらい入れました。 
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加 藤 委 員 ８月の勉強会で内水面センターを見学するのは賛成ですが、もう

一つ、山にある川の治水工事として堰堤を大量に作ってますのでそ

れも見ていただけたら。最近の堰堤は立派なビル作るようなもん

で、コンクリートの素晴らしい砦が作られております。高さも何十

ｍもあって見たらびっくりしますし、これでどうやって魚が生きて

いるのか、この堰堤と堰堤の間はどうなっているのかと思います。

小学３年生の子供から一般家庭の奥さん連中まで、その話を聞くと

ほんとにそうだなと言います。輪島あたりで孤立集落が出来て大騒

ぎになったら、次の日から迂回道路をつくって人間が行き来できる

ようにしますが、なんで川だけ勝手に遮断して、迂回路に水すら流

さないのでしょうか。これだと我々内水面の漁協は干上がるばかり

です。それでも勉強のために、見ていただく時間を作っていただけ

たらと思います。よろしくお願いいたします。 

八 田 会 長 続いて事務局から今後の予定をお願いします。 

二 木 技 師 それでは次回の委員会について案内させていただきます。４月は

休会でした、次回は、翌月６月の開催で２４日（火）、１３時３０

分から県庁１１階１１１０会議室で開催したいと思います。 

八 田 会 長 皆様よろしいでしょうか。 

次回は、６月２４日の火曜日ということで、お願いします。 

それでは、以上で、本日の委員会を終了します。 
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